
令和 7 年 5 月 1 日 

厚生労働大臣の定める掲示事項 

 

 

１． 保険医療機関であることの掲示 

当院は厚生労働大臣が定める施設基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 

２． 入院基本料に関する事項 

① 2 病棟（47 床）は療養病棟入院基本料１の病棟です。 

病棟では１日に 8 人以上の看護職員(看護師及び准看護師)及び１日に 8 人以上の看護補助

者が勤務しています。 

・朝 9 時～夕方 17 時まで、看護職員 1 人当たりの受け持ちは 12 人以内です。 

又、看護補助者 1 人当たりの受け持ちは 8 人以内です。 

・夕方 17 時～深夜 1 時まで、看護職員 1 人当たりの受け持ちは 24 人以内です。 

又、看護補助者 1 人当たりの受け持ちは 47 人以内です。 

・深夜 1 時～朝 9 時まで、看護職員 1 人当たりの受け持ちは 24 人以内です。 

又、看護補助者 1 人当たりの受け持ちは 47 人以内です。 

又、入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準に適合して

います。 

② 3 病棟（57 床）は回復期リハビリテーション病棟入院料１の病棟です。 

病棟では１日に 14 人以上の看護職員(看護師及び准看護師)及び１日に６人以上の看護補

助者が勤務しています。 

・朝 9 時～夕方 17 時まで、看護職員 1 人当たりの受け持ちは 6 人以内です。 

又、看護補助者 1 人当たりの受け持ちは 15 人以内です。 

・夕方 17 時～深夜 1 時まで、看護職員 1 人当たりの受け持ちは 29 人以内です。 

又、看護補助者 1 人当たりの受け持ちは 57 人以内です。 

・深夜 1 時～朝 9 時まで、看護職員 1 人当たりの受け持ちは 29 人以内です。 

又、看護補助者 1 人当たりの受け持ちは 57 人以内です。 

尚、常勤専任の医師１人、常勤専従の理学療法士 5 人、常勤専従の作業療法士 7 人、常勤

専従の言語聴覚士１人、常勤専従の社会福祉士１人、常勤専任の管理栄養士 1 人を配置し

ています。又、入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準

に適合しています。 

③ 5 病棟（57 床）は地域包括ケア病棟入院料 1 の病棟です。 

病棟では１日に 14 人以上の看護職員(看護師及び准看護師) 及び１日に 7 人以上の看護補

助者が勤務しています。 

・朝 9 時～夕方 17 時まで、看護職員 1 人当たりの受け持ちは 7 人以内です。 

又、看護補助者 1 人当たりの受け持ちは 12 人以内です。 

・夕方 17 時～深夜 1 時まで、看護職員１人当たりの受け持ちは 19 人以内です。 

又、看護補助者 1 人当たりの受け持ちは 57 人以内です。  

・深夜 1 時～朝 9 時まで、看護職員 1 人当たりの受け持ちは 29 人以内です。 

又、看護補助者 1 人当たりの受け持ちは 27 人以内です。 



尚、常勤専任の在宅復帰支援担当者 1 人、常勤専従の作業療法士 1 人を配置しています。

又、入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策の基準に適合してい

ます。この病棟では看護職員配置加算、看護補助体制充実加算 1 の届出を行っています。 

④ ８病棟（38 床）は療養病棟入院基本料１の病棟です。 

病棟では１日に 6 人以上の看護職員(看護師及び准看護師)及び 1 日に 6 人以上の看護補助

者が勤務しています。 

・朝 9 時～夕方 17 時まで、看護職員 1 人当たりの受け持ちは 19 人以内です。 

又、看護補助者 1 人当たりの受け持ちは 7 人以内です。 

・夕方 17 時～深夜 1 時まで、看護職員１人当たりの受け持ちは 19 人以内です。 

・深夜 1 時～朝 9 時まで、看護職員１人当たりの受け持ちは 19 人以内です。 

又、入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準に適合して

います。 

 

３． 施設基準等に係る届出 

① 基本診療料・特掲診療料の施設基準等に係る届出 

医療ＤＸ推進体制整備加算 

療養病棟入院基本料 

診療録管理体制加算３ 

療養環境加算 

療養病棟療養環境加算１ 

感染対策向上加算２ 

データ提出加算 

入退院支援加算 

認知症ケア加算 

排尿自立支援加算 

回復期リハビリテーション病棟入院料１ 

地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１ 

（告示注 3 の看護職員配置加算、告示注 5 の看護補助体制充実加算 1） 

入院時食事療養（Ｉ）・入院時生活療養（Ｉ） 

糖尿病合併症管理料 

小児運動器疾患指導管理料 

二次性骨折予防継続管理料２ 

二次性骨折予防継続管理料３ 

下肢創傷処置管理料 

がん治療連携指導料 

外来排尿自立指導料 

別添１の「第１４の２」の１の（３）に規定する在宅療養支援病院 

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 

在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注２ 

持続血糖測定器加算（間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合）

及び皮下連続式グルコース測定 



持続血糖測定器加算（間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合） 

検体検査管理加算（Ⅰ） 

ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 

運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

人工腎臓（慢性維持透析を行った場合 1） 

導入期加算１ 

透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 

下肢末梢動脈疾患指導管理加算 

骨移植術(軟骨移植術を含む。)（自家培養軟骨移植術に限る。） 

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

入院ベースアップ評価料 43 

 

 

② 入院時食事療養（Ｉ）について 

当院は常勤の管理栄養士 3 名が配置され、食事療養部門の責任者となっており適時の食事

の提供（夕食に関しては午後６時以降に提供）を実施し、保温・冷配膳車等により適温の

食事を提供しています。 

 

③ 一般名処方について 

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを

実施しています。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではな

く、薬剤の成分をもとにした一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること※）

を行う場合があります。 

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医

薬品が提供しやすくなります。 

※一般名処方とは･･･ 

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。 

そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき 

患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。 

 

④ 後発医薬品の使用促進について 

当院では、患者様の医療負担軽減のため、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使 

用促進に積極的に取り組んでいます。 

 

 

⑤ 医療情報取得加算 



当院は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行っています。 

より質の高い診療を行うため、オンライン資格確認による情報（受診歴、薬剤情報、特定

健診情報、その他必要な診療情報）を取得し活用しています。 

上記の体制により、令和 6 年 12 月 1 日から医療情報取得加算として以下の点数を算定して

います。 

・医療情報取得加算【初診時】 １点 

・医療情報取得加算【再診時、3 ヶ月に 1 回】 1 点 

正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカードによるオンライン資格確認の利用 

にご協力をお願いします。 

 

⑥ 医療 DX 推進体制加算 4【初診時】 10 点 

    当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を 

整えています。また、電子処方箋および診療情報共有サービスの導入により、質の高い診

療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 生活習慣病管理料（Ⅱ）の⾧期処方について 

当院では患者さんの状態に応じ、28 日以上の⾧期の処方を行うことの対応も可能です。 

※なお、⾧期処方の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。 

 

⑧ 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の届出 

当院では、慢性維持透析を実施している全ての患者に対し下肢末梢動脈疾患に関するリス

ク評価を行っています。 



また、当該内容を元に当院において慢性維持透析を実施している全ての患者に指導管理等

を行っています。検査の結果、ABI 検査 0.7 以下又は SPP 検査 40mmHg 以下の患者につい

ては患者や家族に説明を行い、同意を得た上で専門的な治療体制を有している医療機関へ

紹介を行っています。 

尚、専門的な治療体制を有している医療機関は以下の通りです。 

・市立大村市民病院(循環器科、心臓血管外科、整形外科、皮膚科) 

・医療法人厚生会 虹が丘病院(循環器科、血管外科、整形外科、皮膚科) 

 

 

4．明細書の発行状況に関する事項 

・ 「個別診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について 

当院では医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成 28 年 4 

月 1 日より、領収書の発行に際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行し

ています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を

無料で発行しています。 

なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されていますので、その 

点をご理解くださいますようお願いいたします。ご家族の方が代理で会計を行う場合、その

代理の方への発行も含めて明細書を希望されない場合は、会計窓口にてその旨をお申し出下

さい。 

 

 

5．保険外負担に関するもの 

1） 保険外併用療養費 

当院では個室使用料、証明書・診断書等につきまして実費負担をお願いしています。 

① 個室料 

当院では患者様の希望により患者様の負担による特別の療養環境の提供に係る病室が

17 室あります。下記に対象病室と１日の使用料金(消費税込)を記載いたします。 

 

・個室料：3,000 円（16 室） 

307 号室、318 号室、320 号室、321 号室、322 号室、326 号室 

特 508 号室、特 520 号室、特 521 号室、特 522 号室、特 523 号室、特 525 号室 

特 526 号室、特 527 号室 

特 811 号室、特 812 号室 

 

・個室料：2,500 円（1 室） 

323 号室 

 

 

 

 

 



② 文書料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 予防接種 https://wajinkaihp.jp/news/666/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ その他保険外費用 

・カルテ開示の費用について 

(1)開示請求手数料  3,300 円(税込) 

(2)診療録コピー  1 枚 22 円(税込) 

(3)画像ＣＤ         1,100 円(税込)  

     ※申し込み、質問等は受付までお申し出ください。 

 

 

・⾧期収載品に係る選定療養費について 

  厚生労働省より令和 6 年 10 月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、 

先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金をお支払いいただく仕組みが発表 

されました。 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．手術実績（Ｒ6 年 1 月 1 日～12 月 31 日） 

  院内掲示する手術件数（医科点数表第 2 章第 10 部手術通則第 5 号及び第 6 号に掲げる手術） 

区分 手術名 件数 

2 靱帯断裂形成手術（その他の靱帯） 1 

2  関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯、内側膝蓋大腿靱帯） 30 

2  関節鏡下関節授動術 3 

その他  人工関節置換術（股、膝） 21 

その他  ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 0 

 

 

 


